令和６年度第１回登別市市民自治推進委員会議事録
（敬称略）

◆　開催日時：令和６年５月２３日（木）１８：００～１９：４０
◆　開催場所：登別市総合福祉センター　しんた２１　２階
◆　出席委員：２８名
仲川委員長、川田副委員長、遠藤副委員長、田渕委員、雨洗委員、山田(正)委員、今委員、望月委員、藤崎委員、上野委員、坂東委員、小和田委員、二宮委員、桜井委員、近井委員、山田(則)委員、寺崎委員、工藤委員、西尾委員、冨永委員、大坂委員、合田委員、松山委員、鳴海委員、山田(新)委員、山口委員、佐久間委員、川人委員
◆　協働推進庁内委員：安部委員、佐藤委員、土門委員、菅野委員、渡部委員、畠山委員、西川原委員、大越委員
◆　説明員：千葉総務部長、大澤総務次長、近間総括主幹、服部主査
◆　事　務　局：田中市民生活部長、笠井市民生活部次長、大内市民協働グループ総括主幹、鳥海主査、新関主任、相馬担当員、松下担当員
◆　議　　題：（１）市民自治推進委員会の委員長及び副委員長の選任
　　　　　　　（２）登別市総合計画第4期基本計画について
　　　　　　　（３）登別市まちづくり基本条例について
（４）その他（中央地区まちづくり協議会における協議の進捗
　　　状況について）
【委員長・副委員長の選任】
　始めに、本年度は委員改選期ということで、各委員及び協働推進庁内委員会の委員の紹介し、市民自治推進委員会の委員長及び副委員長の選任を行った。
新委員長　　仲川　弘誓　氏
新副委員長　川田　弘教　氏
新副委員長　遠藤　潤　氏
　
【総務部説明：登別市総合計画第４期計画について】
　企画調整グループより、下記のとおり説明があった。

前回の全体会議でも説明したように、第４期基本計画の策定にあたり、市民自治推進委員会の委員の皆さまには市民検討委員として議論していただくため、本日ご説明に伺った。はじめに、第４期基本計画策定の目的や考え方、策定スケジュールなどについ説明する。
目的について、本市は平成８年度に策定した登別市総合計画基本構想で描いた、登別市の有るべき姿を見据え、１０年ごとに策定する基本計画に基づきまちづくりを進めることとし、平成２８年度を初年度とした第３期基本計画が令和７年度に最終年度を迎えるため、今回後継計画として第４期基本計画を想定するものである。
次に考え方について、基本構造の策定以降、東日本大震災の発生や福島第一原子力発電所事故、地球温暖化問題、新型コロナウイルス感染症の流行など、社会情勢の大きな変化が生じ、政策のキーワードとしてSDGｓやカーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーション、新たな潮流が生まれている。まちづくりの理念や視点、目指すべき姿については、平成８年度に策定した基本構造と変わることはないと考えている。また、予想を超える速度で人口減少が進み、現在の人口規模は、基本構想策定時に想定した人口を下回る状況が続いているが、基本構想で想定した人口が一つの目安であり、現在の人口が下回っているとしても、目指すべきまちの姿は変わることはないというふうに考えおり、基本計画の中で現実の人口規模に見合った政策のあり方を探るべきものと考えいる。こうしたことから、令和8年度以降の１０年間についても、これまでと同様、現実的な社会情勢の変化などを踏まえながら、現在の基本構想に基づいてまちづくりを進めていくこととし、第４期基本計画についても、基本構想に基づく章立ては変更せず、6章建てで行い、計画期間も、これまでの１０年間として策定したいと考えている。
次に、第4期基本計画の策定体制について、まちづくり基本条例の１５条で定めているとおり、広く市民の皆さまの参画のもとに策定することとしている。このため、市民自治推進委員会の皆さまと行政による庁内検討委員会、この二つの会が両輪となって進めていきたいと考えている。市民自治推進委員会について、まちづくり基本条例の目的を達成するために設置され、委員会本会は、市の政策等に関する意見交換を行う他、部会ごとにそれぞれ取り組みを進めている状況である。基本計画の策定に当たり、市民自治推進委員会の設置目的、また
またこれまでの取り組み内容を踏まえ市民自治推進委員会の皆さまに検討を行っていただきたいというふうに考えている。
部会の構成と検討体制については、市民自治推進委員会で設置している、6部会と基本計画の各章が一致しているため、章別に既存の部会で協議願いたい。
具体的には、対応する章別に部会ごとに市の示す基本計画の体系図案を元にしながら、第４次基本計画期間中のまちづくりについて検討いただきたい。
続いて、庁内検討委員会について、基本計画は行政活動全般の基礎となるものであり、策定に当たっても行政が市民と両輪となって主体的に関わることが必要になると考えている。このため市では、策定に当たり、第４期基本計画庁内検討委員会を設置し、その下部組織として、テーマに応じた部会を設置して、全庁的な議論を展開していきたいと考えている。庁内検討委員会の本体については、委員長に副市長、副委員長に総務部長を充て、部長職8名を委員として構成する予定である。
また、部会構成については、部会ごとに関係部の次長職と管理職で構成し、部会長、副部会長は、最も関係の深い部の次長などを充てる予定である。
これらの委員会、部会の役割については、庁内検討委員会の本体では、市民自治推進委員会の皆さまの検討結果などを踏まえ、体系図や基本計画の原案について最終的な検討を行う予定である。各部会については、対応する章について、体系図や政策ごとの目標指標、具体的な文案に関し、検討を行っていくこととしている。各部会の部会長と副部会長は、市民自治推進委員会の対応する部会に出席し、市民の皆さまと原案作りに取り組んでいきたい。
策定に向けたスケジュールとフローは、配布した、総合計画第4期基本計画に向けたスケジュール及びフロー（資料）のとおり、第４次基本計画の策定は、令和6年度から令和7年度の2年に渡り協議を進め、この期間における行政の庁内検討委員会、市民自治推進委員会の皆さま、そして事務局である企画調整グループのそれぞれのスケジュールを記載している。
市民自治推進委員会の皆さまと第4期基本計画の体系図案を今後検討することになるが、素案については現在市で作成している状況にあり、７月までに作成し、同じ月の7月に議題として市民自治推進委員会へ示す予定である。
ただ、その前の6月より各部会による協議を進める予定としているが、その内容については、第4期基本計画の策定に向けた、皆さまの思いを自由に話し、共有をする場としたいと考えている。その後、7月から１２月にかけて毎月、市民自治推進委員会と、庁内検討委員会の各部会において、体系図の策定に向けた協議を進め、1月に第4期基本計画の体系図を最終的に確定する予定としている。
次に策定した体系図に基づき、第4期基本計画の具体的な部分や、政策別の目標について策定していくこととなるが、これについては行政の庁内検討委員会の部会員を中心に、令和7年6月まで検討を進めていくこととしている。庁内検討委員会の部会員での検討となるが、市民自治推進委員会の皆さまへ情報提供をすることとしている。そして最終調整などを行いながら、１０月の下旬を目標に、第4期基本計画を策定し、１１月に皆さまへ成案の情報提供、１２月の市議会定例会において、この策定案を上程する予定である。
説明は以上となるが、現在は第４期基本計画検討のたたき台とするために、体系図の素案を策定しているところである。これについては、７月までは作成作業を終え、同月に開催する市民自治推進委員会の部会において検討のたたき台として示したいと考えている。また、市では第4期基本計画検討の資料とするために、第3次基本計画管理表の取りまとめ作業も併せて進めているところであり、6月開催の部会にて委員の皆様に示したいと考えている。

　委員長：第４期基本計画の進め方やスケジュールについて説明いただいたが、何か質問はないか。説明を聞いて、何か質疑はないか。
　質　問：第４期基本計画の説明をいただいたところだが、第３期基本計画に対する年度ごとの報告はあるものの、２年後に第３基基本計画が終了するということで、全体の評価や改善をどのように取りまとめて行くのか。途中経過はどのようになっているのか。
　説明員：現在、庁内で第3期基本計画の仮総括ということで作業を進めているところである。委員の話にもあるように、第3期基本計画は令和7年までということで後2年残っているため、最終的な総括はこの先になるが、新たな第4期基本計画の検討には、現基本計画の進捗状況は検討資料として必要になるため、まちづくり基本調査等の結果を踏まえ、仮総括の作業を進めている状況にある。この仮総括については、６月の市民自治推進委員会で皆さまへお示ししたいと考えている。今後の検討においても、この仮総括を検討資料としていただければと考えている。
　委員長：今までも定期的にいろいろな形で検証をされてきたと思う。全体会議の中でもお話したように、その評価の仕方が本当に正しいのか、という部分も含め、どのような検討の仕方がいいのか、どのような評価の仕方がいいのか、皆さまからいろいろ意見をいただきながら、第4期基本計画を進めていければと思っている。

【事務局説明：登別市まちづくり基本条例について】
　委員長：この市民自治推進委員会は、まちづくり基本条例のもとにある協議会である。まちづくり条例は、まちづくりを進めて行く上で一番重要なまちの条例になり、このことをしっかり理解した上で今後活動を進めて行きたいと考えているため、再認識するため、説明の時間を設けさせていただいた。
市民協働グループより、下記のとおり説明があった。

　登別市まちづくり基本条例について、まず、まちづくり基本条例とは、協働とは、「市民、議会、行政」それぞれの役割や責任を明らかにしながら、「協働」でまちづくりを進めるための基本的な理念や決まり事を定める条例である。
　そして、協働とは、さまざまな人達が、共通の目的の達成のため、自主的に対等な立場で協力し、ともに活動すること。そこには、市民と行政がその責任と主体性で行う領域と、それぞれが対等の立場で、役割分担しながら、協力と連携で行う協働の領域がある。協働を効果的なものとするため、市民と行政が、それぞれが取り組む領域、双方が協働して取り組む領域、役割を担いながら、協議し、まちづくりを進めていく。
次に登別市まちづくり基本条例について、市は、広範な市民の参画によるまちづくりを進めるため、公募の市民と市職員のほか、学生などで構成される「登別市まちづくり基本条例検討委員会」を設立し、条例案を含む提言書が同検討委員会から市長に提出された。市は、提言書を基に素案づくりを進め、議会や庁内などの意見調整を経て、平成１７年に「登別市まちづくり基本条例」を施行した。
その条例の由来と理念は、前文において明記している。
自然豊かな湯のまち「登別市」を後世に引き継いでいくことは、私たち市民の責任であり、市民が一体となってまちづくりを取組むことが必要なことから、この条例の制定について宣言している。
条例は、前文のほか、９章２８条で構成、市民・議会・行政のそれぞれの役割や責任、市民参画の仕組みや権利を明記している。
第１章では、登別市まちづくり基本条例の達成しようとする目的や基本原則を総体的に定め、まちづくりを推進しなければならないことを定めている。
第２章では、まちづくりについての情報が、市民の財産であることを明らかにし、市民の知る権利を保障している。その他、市が市政運営に当たって、公正の確保と透明性の向上を図るため、市民に市の事務事業の内容を説明する責務があること、市が個人情報を保護するための方針を定めている。
第３章では、市民がまちづくりに参画する権利、責任などを定めているほか、市は、市民がまちづくりに参画する機会を保証しなければならないことを定めてる。
第４章では、市民自らが組織するコミュニティが果たす役割を市民自身が尊重し、育成する必要を認識するとともに、市はコミュニティの活動がよりよい形でまちづくりに反映できるよう自主性・自立性を尊重して支援することを定めています。その他、国及び北海道などとの協力関係構築や国際的な交流や連携を図ることについて明記している。
第５章では、まちづくりを進めていくための指針となる総合計画の策定に当たって、市民参画のもとで行わなければならないことを定めている。
第６章では、市の行政組織を編成する基本方針、市民や関係機関との連携・協力による危機管理体制構築、市職員がまちづくりに参画できる環境の整備について明記している。
第７章では、議会の役割と責任について定めている。
第８章では、市民、市長、議員、職員の責務について、それぞれ定めている。
第９章では、まちづくり基本条例が、市が制定改廃する条例や規則などの規範となるべきものであること、協働のまちづくりを推進するための広範な市民参画の場として設置する「登別市市民自治推進委員会」について定めている。
次に、９章で明記しています市民自治推進委員会は、「登別市まちづくり基本条例」の目的である「公正・公平・公開を原則とする開かれた市民自治」の達成に向けて設けられた組織で、市民と行政による協働のまちづくりを推進する組織であるとともに、『自分たちのまちづくりは自分達で進める』という市民自治の趣旨を踏まえ、市民がより住みやすく、より良いまちとなるために活動する組織であり、連合町内会や社会福祉協議会、校長会などの市内の各種団体から選出された方や公募による市民で運営している。
市は、市が目指すまちづくりの理念やテーマの実現に向けて１０年ごとに基本計画を策定しており、その第３期基本計画（平成２８年～令和７年度）は、市職員による庁内検討委員会のほか、さまざまな市民活動団体からの推薦や公募で決定した市民による市民検討委員会を設置し、市民と行政それぞれ対等な立場で住みよいまちづくりの議論を交わし、平成２８年３月に策定した。
その市民検討委員会の方々が、計画策定にとどまらず、その趣旨を踏まえたまちづくりの協議を続けるとの意思のもと、委員が市民自治推進委員会に移行し、平成２８年４月から活動している。
市民自治推進委員会は、まちづくりを推進する施策の基本的な方向性を示す「登別市総合計画第３期基本計画」の方向性を踏まえ、市民がより住みやすく、より良いまちづくりを実現するため、まちをつくる主人公の一人として、行政の役割、市民活動団体が担うべき役割を分担しながら、協働のまちづくりを推進するための組織として、自分たちに何ができるかを、第３期基本計画に謳われている６章の内容を基に６つの部会で議論し、市民と行政の役割分担のもと、共にまちづくりに取り組んでいる。
今後の市民自治推進委員会として、先程、企画調整グループからの説明のとおり、登別市総合計画第４期基本計画の策定に向けた協議を行っていただく。
また、市民自治推進委員会としての取組みとして、昨年度は、「子育てに関連すること」を全体のテーマとして検討を重ねており、今後は、検討を重ねているテーマを指標としながら取組みを進める予定である。
昨年度と比べて、協議事項等、ボリュームが大きくなるが、ご理解とご協力をよろしくお願いする。
以上で、登別市基本条例について説明を終わる。

　委員長：説明していただいたとおり、自分たちでまちづくりをしていく責務が
ある。行政にまちづくりをお願いするのではない。市民が責務をもってまちづくりを参加していかなくてはならないという、一番目だまになるのが市民自治推進委員会であると思うので、責任を持って進められるよう、ご協力をお願いする。

【その他：中央地区まちづくり協議会における協議の進捗状況について】
　市民協働グループより、下記のとおり説明があった。

中央地区まちづくり協議会は、先週５月１５日に開催され、その中で提言書（案）（中間報告）に関する提案があり、各委員の推薦団体に持ち帰り協議をしていただいたうえで、次回協議会開催時に協議を行うこととなりました。中間報告については、先週、皆さまにメール等でお送りしたが、スライドで簡潔に説明する。提言書の内容としては、
・中央地区まちづくり協議会の概要
・これまでの協議経過
・中央地区まちづくりに関するコンセプトの決定
・提言の中間報告（協議事項②）について
となっている。
まず、中央地区まちづくり協議会の概要です。設置日としては令和４年１１月２５日。目的としては、登別市新庁舎の建設に伴う中央地区のまちづくりについて協議を行うため、登別市中央地区まちづくり協議会を設置した。
役割としては、現庁舎跡地の利活用を含む中央地区のまちづくりについて協議を行い、市に対し提言を行う。協議会の委員数は１４名、ワーキンググループが１７名、学生委員会９名となっている。市民自治推進委員会からは、まちづくり協議会に仲川委員長、ワーキンググループに佐久間委員に参加していただいている。
次に、これまでの協議経過について、検討の開始として、令和４年１１月２５日に第１回中央地区まちづくり協議会を開催し、協議体制を含めた協議会の進め方、スケジュールなどの方向性に関する協議を行い、協議体制等を決定した。
また、まずは協議の根幹となるコンセプトを決めることとなった。
次に、コンセプトの協議経過について、令和５年の１月以降、第１回目から３回目までのワーキンググループでは、コンセプトづくりに向けた協議を行った。　
同年２月には学生・生徒から意見聴取を行い、３月には中央地区の過去のまちづくり事例の紹介として、約30年前に中央地区のまちづくりに携わってきた成田氏を講師に招き、当時の状況等を教わった。その後、４～５月にかけてコンセプトづくりに向けた協議を行い、ワーキンググループとして３案を決定し、協議会へ提案することになった。６月には協議会での協議において、「観光とまち つながるつなげる人と人 ホッとするまちづくり」というコンセプトに決定した。
次に、コンセプト決定後の協議について、協議会において、今後、ワーキンググループにおいて協議事項として３つの項目を決定しました。①現庁舎、アーニス周辺の環境整備②中心地にある商業施設の活性化③現庁舎跡地の具体的な利活用方法、さらに、②の項目を優先して協議することも決定した。
　第４回中央地区まちづくり協議会では、市役所本庁舎の建設にかかる進捗状況及びワーキンググループにおける協議状況の報告を行った。
　次に、９月以降に開催されたワーキンググループでの協議状況について、第７回ワーキンググループでは、先行協議となった「中心地にある商業施設の活性化」に関しての協議を行った。その際に、市内のまちづくり団体に所属している方から、本協議会の委員に対して図書館とそれ以外の施設からなる複合施設を設置し、そこを中心としたまちづくりを目指すことを案とした提言書の提出があったことから、ワーキンググループでの検討材料の１つとして協議をすることとなった。
第８回ワーキンググループでは、第７回に引き続き、「中心地にある商業施設の活性化」について協議するとともに協議事項①「現庁舎、アーニス周辺の環境整備」について併せて協議を行った。
第９回ワーキンググループでは、第８回ワーキンググループ終了時点で、図書館を核とした意見が多くあったことから、図書館の移転についての可能性を確認するために、図書館長と図書館協議会委員の３名に参加いただき、「図書館の機能と役割」という内容で図書館長に講演をしていただいた。講演後は、図書館協議会の合田副会長より、図書館本館をアーニスに移転した場合の良い点や課題点について意見を頂戴した。
　第９回までのワーキンググループでの協議を踏まえたうえで、第１０回目のワーキンググループでは、
・「学習」を主軸に世代間交流ができるように整備したほうがいい。
・幅広い世代が利用できる施設にしてもらいたい。
・アーニスは、現図書館よりも障がいを持った方も利用がしやすくなる。
・子どもを連れてこれる場所になるようにあわせて整備したほうがいい。
といいった意見が出され、単に図書館を移転するだけではなく、何かしらの方向性や整備が必要としながらも、図書館をアーニスに移転することについて意見がまとまったことから市に対して提出する中間報告を作成し、まちづくり協議会での協議事項としていただくという方向で意見がまとまった。
　続いて、中央地区のまちづくりに関するコンセプトは、「観光とまち、人と人とがつながり、つなげていくことで、人が集まり知恵を出し合い、にぎわい溢れるまちを皆で創り上げ、さらに、そのすばらしいまちを次の世代へとつなげていきたい。また、どの世代の人でもホッとできる目的がなくても行きたくなるようなまち、一度登別を離れても戻ってきたくなるまち、そのような魅力ある温かい（ホッとする）まちになってほしい」という想いが込められている。
　先程、中央地区のまちづくりに関する協議事項において、②中心地にある商業施設の活性化を先行して協議を実施することについて、その理由について説明する。
　中心地にある商業施設とは登別中央ショッピングセンターアーニス、そのアーニスに現在入居している市の観光経済部が登別市新庁舎完成後に移転することから、その空きスペースを含め商業施設の活性化というものが中央地区のまちづくりにとって、重要課題である。
　アーニスは商業施設であり、未活用である期間を短くする必要があり、仮に公共施設として整備するとなった場合は、国や北海道の補助制度の活用も検討していくこともあり、早急な方向性の決定を行っておきたい。ということから、先行して協議を実施するとともに中間報告を行うこととなった。
　提言の中間報告における良い点と課題点としては、駐車場が確保できる、配架のゆとりが持てる、図書館が「サードプレイス（自宅や学校、職場でもない、居心地の良い居場所）」として位置付けができるなどが良い点として挙げられた。　
一方、十分な面積確保ができるのか、アーニスの耐震性、耐荷重性は問題ないのか、バリアフリー化がなされていないのではないかなどが課題点としてあげられた。
　課題点に対する考え方として、面積確保については、図書館本館及びアーニス分館よりも広い面積を確保できる見込みである。耐震性や耐荷重性については、耐震性は図書館本館に比べてアーニスの方が優れており、レイアウト次第であるが、開架書庫に配架できる冊数を現図書館よりも多くしたとしても、耐荷重性はクリアできる見込みである。バリアフリー化については、アーニス入口の手動ドアについて、自動ドアに改修することが可能である。
　他市町村の事例として、宮城県都城市では、図書館を核とした複合施設があります。年間見込来場者数を２７万人としていたが、実績としては１１０万人超の結果だった。
　また、青森県つがる市では、イオンモール内に図書館を設置しており、こちらの年間来場者数は２０万人を目標としていたが、実績としては３０万人だった。
　続いて、令和６年度第１回登別市議会定例会一般質問において、現在の図書館本館のハード面における課題点として、施設の設備面では、エレベーターがなく、ユニバーサルデザインに対応できないこと、書庫、開架スペース、閲覧席、学習席、作業スペースなどが不足していること、駐車場が少ないこと、バス停から遠いことが挙げられており。機能面としては、狭隘であることに起因し、常時、配置などを工夫しているものの、誰もが分かりやすい配架が難しいこと、食事や談話ができるスペースがないことなどが挙げられた。
　「②中心地にある商業施設の活性化」については、課題はあるが、図書館を核としたまちの活性化が期待できることから、アーニス内に図書館を移転し、活性化を図ることを提言の中間報告としてまとめた。
　最後に、今後のスケジュール案として、仮に現在の提言書が中央まちづくり協議会で決まった場合は、市に提言書の提出があって、その後、市議会に情報提供を行い、教育委員会に提言書を引き継ぐ。図書館の所管が教育委員会であるので、市長部局ではなく、教育委員会で最終的な判断となる。
　なお、教育委員会では、今年度中を目処に図書館の在り方について検討を行う予定としてスケジュール案に示している。
　説明は以上である。

委員長：　私自身も、協議会の委員として参画しており、今日出席されている　委員の皆さまの中にも、協議会またはWGへ参画されている方もいらっしゃると思う。前回の協議会で質問させていただいたが、この協議会の設置の目的は、跡地の利活用他３点を考えて行くということで、その中でも１番メインの跡地利用の部分は全く白紙の状態で、中央地区のまちづくりの方だけ先に動くのは、目的と違うのではないか、という質問をさせていただいたところ、今日説明があったように、庁舎の移転と共に、アーニスの2階の観光経済部も移転することは、アーニスの運営が厳しい状況になるということで、いつまでも開けておけないため、継続して何らかのテナントが入ってもらわなければいけないこと、もう一つは補助金の関係で、国や道の補助金の申請にはまだ時間があるが、ある程度の方向性を考えていかなければ、補助金を貰う時期を逃してしまうこと。そうすると現実的に移転しようにも移転できなくなるという可能性もある。今日はいろいろな協議会から出てきてくれている皆さんが、団体に持ち帰って、団体の意見を拾い、団体でどのような意見があったのか協議会に持ち帰り、各協議会の委員の持ち帰った意見を拾って、その上で特に反対意見がなければ市へ提言をする。ただ、市の提言も提言をしたから決定というわけではない。市が検討をして、可能性があれば議会に報告して意見を聞き、同時に教育委員会で最終決定をする。移行するのであれば、教育委員会は広く市民から意見を聴取することになる。決定ではないが、アーニスへ図書館を移転することによって、利用者を増やし、また周辺の活性化も図れる可能性もあるのではないかという提言をすることに対して、市民自治推進委員会の委員の皆さんの意見を聞きたい。WGの委員でもある方も市民自治推進委員として出席しているので良い機会なので意見を聞きたい。
委　員：　今のWGの中ではアーニスの中に図書館を移転する話を協議している。自分の意見としては、図書館がアーニスの中に移転することになると、人が集まる場が増えるのではないかと考える。図書館を目当てに登別市内の各地から人が集まることにより、子どもからお年寄りまでの幅広い世代交流ができるのではないか。また子どもが遊ぶスペースを確保することによって、子どもが図書館を目当てに来る、そしてその親御さんもアーニスに来ることによって、買い物や飲食店を利用し、シナジー効果が見込まれ、良い方向に向かうのではないかと考えている。
委　員：　登別にまつわる方々のそれぞれの立場やヒストリーがあり、皆さんが大切に思っている意見を述べられる会だと率直に感じている。各々の意見を尊重できるというのはとても難しいことだと思うが100％とはいかないものの理にかなった中間報告が今の現状できているのではないのかと思っている。
委　員：　協議会における、コンセプトは非常に良いと思う。その中でも大事なものは、まずは中央地区におけるコンセプトに基づく構造をどのように行うのか。そのようなものができてから、アーニスに図書館を移転するなどの話を進める方が良いと思う。先ほど、二つの都市の事例を挙げていたが、人口減少や時代背景が大きく変わってゆく中で、登別バージョンを考えて行かなければならない。専門家などを呼んで取り組む必要があるのではないか。
委　員：　市民自治推進委員会の中にいる、中央地区まちづくり協議会やWGのメンバー全員の意見を聞きたい。
委　員：　図書館移転について、図書館は静かに本を読んだり、新聞を読んだりするものだというイメージがあると思われるため、移転先は商業施設ということで騒音問題を考えて行く必要があると思う。
委　員：　協議会やWGでは、頼もしい若い世代の人たちと協議できたことが非常に良いと感じている。図書館については、今までの図書館とは違い、カフェが隣接してある図書館など、各地でいろいろな図書館の有り方がある中で、登別市としてどのようにしていくのか、今まで通り静かな場所でなければならないのか、落ち着いたゆっくりした場所でならないのか、ということをWGで協議してきたところである。今後も、教育委員会や図書館関係者の方々と協議しながら進めていければと考えている。
　委　員：　若い世代のグループとこれまでまちづくりを行ってきたグループと分かれて議論を行ってきた中で、素敵なコンセプトに基づいて、跡地の利活用を考え、広い世代が集まれる場所が良い、また今あるものを活用したほうが良いという話がなされた。中でも「一流の田舎が良い」という言葉が印象に残っており、今あるものを活かすということで、人が集まるという図書館の機能を、アーニスの空きスペースに設けるのはどうかとここまでたどり着いた。これはWGでの協議されたことであって決定ではないが、この話を自治推進委員会の皆さんが持ち帰り、それぞれの意見を集約していければより良い方向に進むのではないか。
　委　員：　今ある図書館は、障がいのある人は利用するのが難しい施設だった。今後は、障がいがある人も遠慮なく利用できるやさしい図書館になってほしいと思っている。点字図書など気を付けていただければ嬉しい。
　委　員：　他市町村の図書館を見てきたが、その場、その土地、その時々によって図書館のあり方は異なり、登別市としてどのような図書館が良いのかを先に議論しなくてはならないと思う。市民の総意で図書館を移転することにして、移転先が図書館の移転に肯定的であれば、本当に実現可能なのか。行政はどのように考えているのか。
　回　答：　現時点で教育委員会に回答を求めるのは唐突かと思われる。今後、そのような提言があり、スケジュール等の説明もあったかと思うが、早急に結論を出すのではなく、市民の意見を聞きながら進めるものだと思っている。
　委員長：　提言については、まだ教育委員会や市にもあがっていない話である。今の段階で、できるかできないかの話はできないと思う。あくまで協議会でそのような話をしているということ。
　委　員：　そのことを全員が理解した上で議論を進めなければ、何をする委員会なのかわからなくなってしまうと思う。
　委員長：　何度も申しているが、これは決定ではない。前回の全体会議では共通テーマを設けようということで、「子育てしやすいまち」というテーマを設け、いろいろなご意見が出た。それを実現するために「教育費の無償化」「医療費の無償化」等、議論を行ったが、どれも実現できるかどうかは全く白紙だ。ただ、そのことを考えると何も進まない。実現の可能性がないから協議をするしないというのは違うと思う。実現できない内容でも、皆さんの総意があれば、実現する方法をみんなで考えるというように進めた方が良いと思う。
　委　員：　今回の協議会は、最初から提言書で決まる話をしているのではなくて、皆さんといろいろな話をして協議をしましょうということを言っている。ただ、この提言書を受けて、最高規範である市民自治推進委員会が今後どのようにするのか、ということがない。市民自治推進委員会に話がなく、提言書が市長に提出されることは理にかなっているのか。これに限らず、市民自治推進委員会の定義がなく終わってしまう取り組みを多く感じる。
　委　員：　中央町の市役所跡地利用や図書館の移転の話について、自分は中央町内会の会員であるが、地元の町内会にはそのような話が一切降りて来ていない。近隣住民には話が一切降りてきていない。実際に住んでいる住民、または町内会へ説明があっても良いのではないかと感じている。アーニスへ図書館を移転することで話が進んでいる気がする。近隣住民としては、アーニスに図書館を移転することになっても、商業施設としては機能してもらえないと困る。行政も理解を。
　委　員：　図書館移転については、もっと専門的な意見を取り入れなければならないと思う。
　委　員：　この市民自治推進委員会の有り方は今後どのようになるのか。委員になった当初と今ではイメージギャップがある。自分の部会では、今後部会が取り組むべきテーマを決めたところ、第４期計画策定のための協議が入って来てしまった。今後の自治推進委員会としての動きを明確にし、それぞれの部会が何をしたいのか、何をしていくのかが必要である。
　委　員：　図書館移転は良いアイデアだと思う。
[bookmark: _GoBack]委員長：　アーニスに図書館を移転する話に否定的なわけではない。ただ、中央地区の全体のコンセプトに、図書館の移転が合致するのであればという話で、今後、市に提言し、実現的に進むのであれば、その段階で自治推進委員会へ情報提供や自治推進委員会の意見をしっかり拾うよう条件を付けて進めている。育み部会では、幼児期から読書に親しむ機会をつくるため、月に１度絵本コーナーを開催し、絵本の読み聞かせなどを実施し活動をしている。その中でも図書館の存在はというのはとても大きな問題だと感じており、まちづくり基本条例にも入っている。当然、自治推進委員会でも図書館の運営についても協議していかなければならない。提言を否定するものではないけれども、コンセプトに合っていることや、情報提供がきちんと行われ、意見を聞いていただくことが条件で協議会へ返答をしてよろしいか。また、委員から話があったが、各部会で活動していることの他に、全体のテーマとして取り組むものも必要だということで、２本柱で活動していこうという形で動いて来ている。まずは各部会を開催し、その後、正副委員長会議を開催し、この２年間をどのように進めて行くのか協議する。そして必要があれば全体会議を開催するという形で協議を進めていく。
委　員：　前回の全体会議で行ったブレーンストーミングの結果はどのような取扱になるのか。
委員長：　そちらについては、前回の部会の最後に、各部会に下ろしていくのはもう少し後にして、当分は全体会議で扱っていくことになったと思う。
そこも含めて、これから皆さんと意思統一して協議を進めていこう
と思っている。今まで部会が進めてきたことがなしになった訳では
ない。これから２ヶ月くらいで部会を開催し、それぞれ今後の進め方
や今までの進め方で良かったのかを含め検討し、正副部会長会議を
開催する。そのような進め方でよろしいか。最後に事務局より。
事務局：　今後の日程について、市民自治推進委員会日程（案）（資料）直近３ヶ月のスケジュールを作成し、事前に委員の皆さまへお示ししている。なお、各部会には改めて通知により開催案内を送付する。
委員長：　以上をもちまして、本日の市民自治推進委員会を終了する。
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